
船舶給水管
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苅田港における船舶給水販売について

　苅田港では、③本港、④フェリー埠頭、⑥新松山岸壁
にて船舶給水（岸壁直接給水）を行っています。

◇船舶用水委託販売業者
（1）岸壁名：③本港、④フェリー埠頭（南港7B）、⑥新松山

　  委託販売業者：苅田荷役㈱　TEL：093-434-0062
　　会 社 住 所 ：福岡県京都郡苅田町港町11-2

◇給水料金
　　1トン当たり　￥500円（税抜き）
　　※消費税等の料金への加算は、料金総額に消費税法等
　　　に基づく税率を乗じた額とします。
　　　ただし、免税となる取引には適用しません。

 ◇給水時間
　　平日、午前8時30分から16時30分まで（荒天時は給水不可）

 ◇給水の依頼方法
　　上記、船舶用水委託販売業者へ電話連絡をしてください。
　　その際は、日時、時間、給水箇所（岸壁名）、給水量
　　船名をお伝えください。
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